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討
を
行
う
。

一
　
遺
産
分
割
前
の
預
貯

金
債
権
の
行
使

１
　
改
正
内
容

改
正
後
の
民
法
（
以
下
、「
改
正

法
」
と
い
う
）
で
は
、「
各
共
同
相
続

人
は
、
遺
産
に
属
す
る
預
貯
金
債
権

の
う
ち
相
続
開
始
の
時
の
債
権
額
の

３
分
の
１
に
…（
略
）…
当
該
共
同
相

続
人
の
相
続
分
を
乗
じ
た
額
（
標
準

的
な
当
面
の
必
要
生
計
費
、
平
均
的

な
葬
式
の
費
用
の
額
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
て
預
貯
金
債
権
の
債
務
者

ご
と
に
法
務
省
令
で
定
め
る
額
を
限

度
と
す
る
。）
に
つ
い
て
は
、
単
独

で
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
」（
改
正
法
９
０
９
条
の
２
）
と

い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

判
例
上
、
相
続
開
始
後
遺
産
分
割

終
了
ま
で
の
間
、
預
貯
金
債
権
の
単

独
行
使
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
仮
払
制
度
（
改
正
後
の
家
事
事

件
手
続
法
２
０
０
条
３
項
）
に
よ
り

裁
判
所
の
判
断
を
経
る
こ
と
な
く
、

他
の
共
同
相
続
人
の
利
益
を
害
す
る

こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
度

で
、
各
共
同
相
続
人
に
預
貯
金
債
権

に
つ
い
て
単
独
で
の
権
利
行
使
を
認

め
、
小
口
の
資
金
需
要
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
国
民
の
利
便

に
資
す
る
こ
と
か
ら
新
設
さ
れ
た
の

が
、
前
記
制
度
で
あ
る
（
注
１
）。

２
　
金
融
実
務
上
の
留
意
点

⑴
悪
意
あ
る
共
同
相
続
人
へ
の
対
応

共
同
相
続
人
Ｓ
が
、
Ａ
銀
行
Ｂ
支

店
に
お
い
て
改
正
法
９
０
９
条
の
２

に
基
づ
き
相
続
預
金
の
う
ち
Ｘ
円
の

払
戻
し
を
受
け
た
後
、
Ｃ
支
店
に
お

い
て
、
Ｂ
支
店
で
の
払
戻
し
を
秘
匿

し
て
、
同
条
に
基
づ
き
Ｙ
円
の
払
戻

し
を
受
け
、
そ
の
合
計
額
（
Ｘ
円
＋

Ｙ
円
）
が
、
法
定
限
度
額
を
超
過
し

た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
合
計
額
の
う
ち
法
定
限
度

特
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本
年
７
月
、
い
わ
ゆ
る
相
続
法
を

一
部
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
た
。

相
続
法
改
正
に
係
る
中
間
試
案
が
公

表
さ
れ
た
際
、
そ
の
概
要
と
実
務
上

の
留
意
点
を
解
説
し
た
が
（
本
誌
８

０
６
号
４
頁
）、
成
立
し
た
改
正
相

続
法
に
は
、
中
間
試
案
の
公
表
後
に

追
加
さ
れ
、
ま
た
は
修
正
さ
れ
た
改

正
項
目
も
含
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
前
稿
の
続
編
と
し

て
、
中
間
試
案
の
公
表
後
に
追
加
さ

れ
た
改
正
項
目
や
改
正
内
容
に
変
更

の
あ
っ
た
改
正
項
目
の
う
ち
、
紙
幅

の
関
係
か
ら
、
５
項
目
に
つ
い
て
、

そ
の
改
正
概
要
を
述
べ
た
う
え
で
、

金
融
実
務
上
の
留
意
点
に
つ
い
て
検
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観
光
業
は
、
少
子
高
齢
化
・
人
口

減
少
を
迎
え
る
中
で
、
我
が
国
の
地

方
創
生
や
成
長
戦
略
の
大
き
な
柱
と

な
っ
て
い
ま
す
。
観
光
業
を
我
が
国

の
基
幹
産
業
へ
と
成
長
さ
せ
、「
観
光

先
進
国
」
の
実
現
を
図
る
た
め
、
政

府
一
丸
、
官
民
一
体
と
な
り
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
近
年
の
我
が
国
の
観

光
の
動
向
や
地
域
に
お
け
る
観
光
業

の
位
置
付
け
、
地
域
が
ど
の
よ
う
に

観
光
業
に
取
り
組
む
べ
き
か
等
に
つ

い
て
解
説
し
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
筆
者
ら
の
個
人
的

見
解
で
あ
り
、
筆
者
ら
の
所
属
す
る

組
織
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
き
ま
す
。

一
　
観
光
業
界
の
現
状
と
課

題

１
　
観
光
業
の
地
域
経
済
活
性

化
へ
の
貢
献

⑴
　
観
光
業
と
は

観
光
の
地
域
経
済
へ
の
貢
献
を
把

握
す
る
た
め
に
は
、「
観
光
業
」
が
ど

の
よ
う
な
産
業
で
あ
る
か
理
解
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
標
準
産
業

分
類
に
は
「
観
光
業
」
と
い
う
業
種

は
な
く
、
観
光
に
関
連
す
る
業
種
の

総
称
を
指
す
、
言
わ
ば
概
念
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
の
構

成
主
体
や
範
囲
に
つ
い
て
は
、
時
と

場
合
に
よ
り
、
ま
た
説
明
す
る
主
体

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

本
稿
で
は
、
直
接
的
な
経
済
効
果

を
生
む
旅
客
運
送
業
、
飲
食
業
、
小

売
業
、
旅
行
業
、
宿
泊
業
な
ど
の
ほ

か
、
関
連
産
業
で
あ
る
金
融
業
、
建

設
業
等
々
、
波
及
的
に
経
済
効
果
が

生
ま
れ
る
業
種
ま
で
を
総
合
し
て
、

「
観
光
業
」
と
捉
え
る
こ
と
と
し
ま

す
。

⑵
　
地
域
経
済
へ
の
影
響

観
光
庁
「
観
光
白
書
（
平
成
30
年

版
）」
に
よ
る
と
、
宿
泊
業
以
外
で

訪
日
外
国
人
旅
行
者
や
そ
の
消
費
の

増
加
等
に
対
応
す
る
た
め
に
実
施
さ

れ
る
企
業
の
設
備
投
資
や
工
場
建
設

に
関
す
る
投
資
案
件
は
、
様
々
な
業

種
に
及
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
製

造
業
で
は
、
化
学
メ
ー
カ
ー
、
素
材

メ
ー
カ
ー
、
食
品
等
、
非
製
造
業
で

は
、
鉄
道
、
物
流
、
金
融
等
の
業
種

に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。旅

行
消
費
の
波
及
効
果
は
、
商

業
、
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
、

対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
、
運
輸
・
郵

便
、
電
力
・
ガ
ス
・
水
道
と
い
っ
た

第
三
次
産
業
に
お
い
て
広
く
生
産
を

誘
発
し
、
ま
た
、
農
林
水
産
業
や
飲

食
料
品
産
業
と
い
っ
た
第
一
次
産

業
、
第
二
次
産
業
に
も
波
及
が
見
ら

れ
ま
す
。

２
　
近
年
の
我
が
国
の
観
光
の

動
向
～
観
光
白
書
（
平
成
30

年
版
）
よ
り
～

⑴
　
訪
日
旅
行
お
よ
び
国
内
旅
行
の

状
況

２
０
１
７
年
の
訪
日
外
国
人
旅
行

者
は
、
過
去
最
高
で
あ
っ
た
２
０
１

６
年
の
２
４
０
４
万
人
を
さ
ら
に
上

回
る
２
８
６
９
万
人
（
対
前
年
比

19
・
３
％
増
）
と
な
り
、
５
年
連
続

で
過
去
最
高
を
更
新
し
、
２
０
２
０

年
に
４
０
０
０
万
人
に
す
る
と
の
目

標
に
向
け
、
堅
調
に
推
移
し
て
い
ま

す
。
訪
日
外
国
人
旅
行
者
に
よ
る
日

1

観
光
業
界
の
現
状
と
地
域
全
体
へ
の
支
援
の
必
要
性

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
 リ
ス
ク
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
事
業
本
部
 パ
ブ
リ
ッ
ク
セ
ク
タ
ー
・
公
認
会
計
士
　
米
森
 健
太

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
 金
融
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
・
公
認
会
計
士
　
砂
川
 未
祐

観
光
支
援
と
金
融
機
関
の
役
割

特
集
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一
　
は
じ
め
に

本
号
よ
り
「
今
知
っ
て
お
く
べ
き

農
業
の
事
業
性
評
価
」
と
題
し
て
、

関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
農
業
分
野

の
事
業
性
評
価
を
連
載
と
し
て
取
り

上
げ
ま
す
。
農
業
の
置
か
れ
て
い
る

状
況
に
つ
い
て
は
、
農
業
専
門
家
に

よ
る
研
究
成
果
、
農
業
団
体
や
農
業

者
に
よ
る
情
報
発
信
、
新
聞
・
雑
誌

の
取
材
記
事
な
ど
多
く
の
優
良
な
情

報
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最

近
で
は
農
業
を
地
域
活
性
化
対
策
に

据
え
る
自
治
体
や
、
投
融
資
先
と
し

て
考
え
る
民
間
金
融
機
関
も
増
え
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
は
様
々
な
情
報
が
時
間
、
地

域
、
条
件
を
越
え
て
切
り
取
ら
れ
、

錯
綜
し
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。

連
載
の
１
回
目
は
農
業
の
置
か
れ

て
い
る
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
考

え
、
次
回
以
降
は
規
制
緩
和
や
農
業

法
人
の
増
加
を
通
し
て
農
業
の
産
業

と
し
て
の
可
能
性
を
検
討
し
ま
す
。

そ
の
う
え
で
事
業
性
評
価
が
な
ぜ
必

要
な
の
か
、
経
営
課
題
の
見
え
る
化

や
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
設
定
は
ど
の

よ
う
に
行
う
の
か
な
ど
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。
そ
し
て
残
り
の
回
で
は

す
で
に
実
行
済
み
の
、
あ
る
い
は
実

行
中
の
事
業
性
評
価
の
実
例
を
示
し

な
が
ら
課
題
の
整
理
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

農
業
は
、
農
家
数
や
就
業
人
口
の

持
続
的
な
減
少
、
従
業
者
の
高
年
齢

層
へ
の
偏
り
（【
図
表
１
】
参
照
）

な
ど
か
ら
、
今
後
も
担
い
手
不
足
が

続
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
農
業

従
業
者
は
既
存
経
営
の
継
承
（
世

襲
）
に
よ
っ
て
高
年
齢
層
が
入
れ
替

わ
る
状
態
が
続
い
て
お
り
、
就
業
構

造
が
変
わ
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
農
業
を
取
り
巻
く
状
況

は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ

の
新
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
11
）
の
条
約
承

認
、
日
欧
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ

Ａ
）
署
名
に
よ
る
農
業
分
野
の
関
税

撤
廃
、
米
国
と
の
新
た
な
貿
易
協
議

（
Ｆ
Ｆ
Ｒ
）
に
お
け
る
２
国
間
の
自

由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
へ
の
懸
念

な
ど
、
市
場
環
境
の
変
化
は
待
っ
た

な
し
で
す
。

二
　
現
状
と
課
題

農
業
は
担
い
手
不
足
や
荒
廃
農
地

の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
や

す
い
こ
と
に
加
え
て
、
他
業
界
か
ら

は
、
参
入
困
難
な
高
い
障
壁
に
守
ら

れ
た
岩
盤
規
制
の
も
と
で
、
持
続
的

衰
退
を
続
け
て
い
る
古
い
産
業
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
実
際
に
は
、
地
方
・
地
域

ご
と
の
地
理
的
特
性
や
環
境
条
件
、

営
農
体
系
の
違
い
に
よ
り
状
況
は
大

き
く
異
な
り
ま
す
。
農
地
の
集
積
・

集
約
化
と
大
規
模
化
が
進
ん
で
い
る

地
域
で
は
、
ま
と
ま
っ
た
農
地
の
確

保
に
悩
む
一
方
で
、
中
山
間
地
域
な

ど
耕
作
条
件
が
よ
く
な
い
地
域
で

は
、
耕
作
者
不
在
に
よ
る
農
地
の
荒
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